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はじめに
　同胞法律 ･ 生活センターは、1997 年東京 ･ 台東区にオープンし、2003

年 NPO の認証を取得しました。

　この間、「同胞の、同胞専門家による、同胞のための常設の相談所」

として、日本全国の同胞のみなさんから多数の相談を受け付けてきまし

た。それらは、国籍、在留資格、相続、婚姻手続き、離婚、多重債務、

損害賠償、年金、社会保障など多岐に渡り、祖国の南北分断や過去の植

民地支配という特殊な背景をもつ同胞ならではの内容のものから、誰に

でも起こり得る日常生活のトラブルまで実に様々です。

　本書はみなさんから寄せられたこのような相談をサポートする過程で

積み重ねてきた実践・経験がもとになっています。人生のライフステー

ジで直面する様々な問題や、日々の暮らしの中で生じる疑問や困りごと

を取り上げ、わかりやすく、実践的に解説しています。また、スマートフォ

ンやパソコンを用いて、いつでも、どこでも、気軽に知りたい情報にア

クセスできるようになっています。

　本書が同胞のみなさんの暮らしに役立つ一冊になれば幸いです。是非、

ご活用ください。
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本書の使い方

『とんぽらいふ ～ 在日同胞のための生活便利帳』は

その①！　冊子版

その②！　電子書籍版

その③！　冊子用電子データ版

その④！　WEB・パソコン版

その⑤！　WEB・スマートフォン版

と 5種類の方法で閲覧頂けます。

　電子書籍版及び冊子用電子データ版は、NPO 法人同胞法律・生

活センターのホームページにデータを置いていますのでご自由

にダウンロードしてください。冊子用電子データ版の用紙サイ

ズは 1 頁、A5 となっていますので、所定のサイズに変倍の上、

複合印刷機の機能を使って冊子として製本することも可能です

(通常の複合印刷機の場合、「製本」→「雑誌」→「ステープル (ホッ

チキスの針 )で中央 2 ヵ所留め」が基本的作業 )。冊子版を入手

できない場合にご活用ください。

　WEB・パソコン版及び WEB・スマートフォン版もご利用環境に

合わせてご活用ください (WEB 版は冊子版と比較して、一部加筆

している箇所があります )。

　なお、冊子版と電子書籍版において、誌面の関係で割愛した

内容や種々の更新情報に関しては、各ページにある QR コードを

読み取って頂ければWEB版(の各項目)へのアクセスが可能です。
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新居に引越すとき……住所の届出

　新しく住まいを設けたり、引越しをする場合は市区町村役場に届出を

行わなければなりません。

転出届

　他の市区町村に引越しをするときに、これまで住んでいた役場で行い

ます。引越しの 1 カ月前から届け出ることができ、その時、本人確認書

類と印鑑が必要です。その際、「転出証明書」を交付してくれます。

転入届

　引越しをした後（新しい場所に住みはじめた日）から 14 日以内に、引

越し先の市区町村役場で行います。前の住所地の市区町村役場でもらっ

た「転出証明書」、本人確認書類、印鑑、特別永住者証明書・在留カード（＊

海外から引越してきた場合はパスポートも）などが必要です。

海外転出届

　海外に滞在する場合、短期間でまた元の場所に戻るのであれば必要は

ありません。1年以上、長期に海外に生活拠点を移す時に行います。

　国民健康保険に加入している人は、海外転出届を提出すると同時に国

民健康保険から脱退します。国民年金は、海外居住者は任意加入ですが、

保険料を納付することで継続することも可能です。

　届出は出国前に行います。本人確認書類、印鑑、国民健康保険証、年

金手帳などが必要になります。届出をせず海外に長期滞在すると、その

間の健康保険税や年金保険料が未納・滞納扱いになるので注意が必要で

す。　　

　転居届とは……

　同じ市区町村内で引越しをする際に行うもので、引越しから 14 日以内

に行います。

　　　　　　　　　　　罰金があります！

　転出・転入・転居のいずれの場合も、届出を怠ると、入管特例法また

は入管法による罰則規定により、20 万円以下の罰金が科されます。

　日本人の場合、このような届出をしなかったり、うっかり遅延したり

すると 5万円の過料という行政罰が科されることがあります。

　外国籍の場合はこの過料に加えてさらに上述の入管特例法または入管

法による刑事罰が加重され、非常に不当な取扱いとなっています。

　特別永住者ではなく、在留カードを持っている中長期在留者の場合、

住所地の届出などが 14 日以上遅延すると 20 万円以下の罰金で、90 日以

上遅延すると在留資格の取消事由になるので注意が必要です。
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婚姻届を提出するとき

　南北朝鮮そして日本のそれぞれの法律においても、官公署に婚姻の届

出をすることで、婚姻が成立すると規定しています。日本に暮らす同胞

の場合、日本の方式に則って市区町村役場に婚姻届を提出すれば婚姻成

立です。婚姻届の用紙は市区町村役場にあります。

同胞同士の婚姻

　夫婦で住民登録をする市区町村役場に婚姻届を提出します。期間の定

めはありません。

　役場に備置されている「婚姻届」の他、住民票、本人確認書類、南の

登録基準地（旧本籍地）に家族関係登録簿（旧戸籍）のある人は、「基本

証明書」・「婚姻関係証明書」・「家族関係証明書」を、無い人は、婚姻要

件を具備している旨の「申述書」（P.11）を作成して提出します。2012

年 7 月に外国人登録制度が廃止されて以降、上記の書類の他、当事者の

身分確認書類をあれこれと求める自治体があるようです。納得がいかな

い場合はすぐに同胞法律・生活センターまでご連絡ください。

同胞と日本人の婚姻

　同胞は上記の書類を、日本人は戸籍謄本を準備します。住民登録をす

る市区町村役場、あるいは日本人の本籍地のある役場に提出します。

韓国同胞やその他の外国籍の人との婚姻

　相手の本国への届出も必要になるでしょう。日本の市区町村役場で婚

姻届が受理された後、「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、相手の在

日公館にて婚姻手続きをします。その場合、国によって必要な書類が異

なりますので、事前に確認しておくのがよいでしょう。

　各国の婚姻可能年齢
　

　南北朝鮮そして日本のそれぞれの法律で規定する婚姻年齢は次のとお

りです。

男子 女子
共和国 18 歳 17 歳

韓　国 18 歳 18 歳

日　本 18 歳 16 歳

＊共和国：朝鮮民主主義人民共和国

＊いずれも満年齢

 
申 述 書 

 
 

殿 
年 月 日 

 
名 前 （夫） （妻） 
生年月日 （夫） （妻）  
国 籍 
住 所 
 

このたび上記当事者間の婚姻届を提出するにあたり、本国法による婚姻の要

件を具備する旨の本国官憲発行の証明書を添付すべきでありますが、目下のと

ころそのような証明書の交付を受けて提出することが困難な事情にあります。

上記当事者はこの婚姻届を提出するにつき、本国法上なんらの法律的支障の無

い旨をここに申述いたします。 
 
 

年 月 日 
 
申述人 印 

 
申述人 印 
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　同姓同本同士の婚姻

　朝鮮半島では本貫を同じとする「同姓同本同士の婚姻」は近親間の婚

姻にあたるとみなしてきました。諸外国においても法律で近親者間の婚

姻を禁止しており、日本民法では「直系血族又は 3 親等内の傍系血族の

間では、婚姻をすることができない。……」と規定しています。

　朝鮮民主主義人民共和国法では「8 親等までの血族と 4 親等までの姻

戚間」、韓国法では「8親等以内の血族と姻戚」の婚姻を制限しています。

韓国ではこの制限に加えて、さらに「同姓同本同士の婚姻」を禁止して

いたため、結婚相手の制限の範囲はとても広いものでした。

　韓国では、1997 年に憲法裁判所が個人の尊厳と両性の平等などの憲法

原理に違反するということで憲法不合致決定を出して以降、「同姓同本

同士の婚姻」は認められるようになり、民法上の規定も削除されました。

ちなみに、共和国では解放後に本貫制度そのものが廃止されています。

　　　　　　本貫とは

　同胞男性と結婚した
　　　　　　　 　　　日本人妻の「氏」の変更

　朝鮮半島では結婚による姓の変更はありません。日本では、婚姻届の

際に、夫婦どちらの氏を称するかを決めなければならず、夫婦同一氏が

原則です。そのため、同胞と結婚をした日本人妻の中には夫の朝鮮姓を

名乗りたいと思う人もいるでしょう。

　婚姻届を提出して 6 カ月以内であれば、市区町村役場で「氏の変更」

の届出をすれば夫の姓に変更することができます。6 カ月を経過してい

る場合は、家庭裁判所で「氏変更の申立」をします。

　氏の変更後、夫婦に子が生まれた場合、子は出生届の提出により、日

本人の母の戸籍に記載されるので、母と同じ、すなわち父の朝鮮姓とな

ります。

　　　　　　日本人男性と結婚した同胞女性は
　　　　　　夫の「氏」を名乗れるか？

妊娠がわかったら……

妊娠届

　母子健康手帳を交付してもらうために必要な届出です。届出書は病院

でもらうこともでき、住所地の市区町村役場に提出します。妊娠届によ

り、妊婦健康診査、母親教室などの公的なサービスが利用できます。

入院助産制度

　経済的な理由から病院などに入院ができない妊産婦に、お産の費用を

助成する制度です。自治体が指定する病院などで入院しお産をします。

所得に応じて自己負担があり、非課税世帯、生活保護世帯に限定した運

用がなされています。事前に福祉事務所で申請が必要です。

　国籍・在留資格の有無に関わらず利用ができますが、この制度を利用

しようとする非正規滞在者（超過滞在者など）について、入管への通報

を行う自治体もあるので、申請時には注意が必要です。

　母子健康手帳

　妊娠届を提出すると、母子健康手帳が交付されます。妊娠、出産、そ

して出産後の育児についての一貫した健康記録として、子の保護者、病

院などが記入するほか、妊娠中の検診や検査、子の検診や予防接種など、

各種の保健サービスを受ける際の資料になります。

　母子保健法に基づいて交付され、母子保健法には国籍や在留資格によ

る制限規定はないので、非正規滞在者でも申請により交付されなければ

なりません。しかし、一部の自治体では母子健康手帳に付随する各種の

サービスを認めないところもあるので注意が必要です。　　　　　　　
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子が生まれたら……①

　子が生まれると、いつまでも喜びに浸っている訳にはいきません。何

かとバタバタ忙しくても、子のために各種の手続きを行わなければなり

ません。

出生届

　子が産まれたら 14日以内に住民登録をしている市区町村役場に届出ま

す。届出人の本人確認書類と印鑑、母子健康手帳が必要です。届出人は

子の父または母、同居の親族などです。同時に、在留資格（P15）、健康

保険（または国民健康保険）の加入、乳幼児医療費助成、そして児童手

当などの手続きもお忘れなく。

　出生届をうっかり忘れると……

　出生届により子の住民基本台帳が作成されます。市区町村はこれにも

とづいて、予防接種や乳児健診、健康保険、児童手当、さらには各種の

給付金の案内などを子やその保護者に通知します。出生届を忘れると、

その市区町村には子自体が存

在しないことになり、行政上

の各種のサービスの対象にな

りません。子の成長や健康に

かかわるので、出産後バタバ

タと忙しくても出生届はすぐ

に提出しましょう。

子が生まれたら……②

在留資格の取得手続き

　父母がともに外国籍の場合、先ほどの出生届の他に子の在留資格の取

得手続きが必要です。父母の一方が日本国籍の場合は不要です。

　父母またはその一方が特別永住者の場合、出生した日から 60 日以内に

出生届を出した市区町村役場で「特別永住者資格取得申請」ができます。

　父母がともにその他の在留資格（中長期在留者）の場合は、30 日以内

に最寄りの地方入国管理局で、子の在留資格取得申請を行います。

児童手当

　日本国内に住所を有し中学校卒業までの子を養育している者に支給さ

れます。特別永住者証明書、在留カードがあれば対象になります。

　父母または養育者が複数いるときは生計を維持する程度が高い者に、

父母が別居している場合は、子と同居している親に支給されます。住民

登録をしている市区町村役場で、出生届と同時に手続きをしましょう。

出産育児一時金

　健康保険に加入している人（被保険者とその被扶養者）が子どもを産

んだ時、申請により 1 人につき 42 万円が支給されます。妊娠 12 週目以

降に死産をしてしまった場合も対象になります。国民健康保険に加入し

ている人は市区町村役場で、その他の公的保険は職場で申請します。

　妻が外国籍で、母国に里帰りして出産をしたときも対象になります。

その場合、病院での出産証明書などが必要になります。忘れずにもらっ

ておきましょう。
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海外で生まれた子の在留資格

　夫婦がともに海外で暮らしていたり、または妻が母国の実家に帰って

出産をすることもあるでしょう。

　子の父母あるいはどちらか一方が特別永住者であれば、子は海外で生

まれても特別永住者資格を取得することができます。取得手続きは、子

が初めて来日した時に住所地を管轄する地方入国管理局で行います。

　例えば、妻が韓国で里帰り出産をしたような場合、子は韓国国内で旅

券を取得し、短期滞在で日本に入国します。その後、最寄りの入国管理

局で在留資格の変更（永住者の配偶者等）を行い、市区町村役場で住民

登録をした後、再度入管で「特別永住者資格の取得申請」を行います。

　在留資格の手続きを
　　　　　　 　　　　うっかりすると……

　子が出生して在留資格の取得手続きを行うまでの 60 日または 30 日以

内の期間、子は「出生による経過滞在者」として扱われます。それを超

過してしまうと、子は「無資格」いわゆるオーバーステイ状態となり、

健康保険や乳幼児医療などは使えなくなります。子が病気になり、病院

で全額自己負担の高額な医療費が請求されてはじめて、在留資格の取得

手続きをしていなかったことに気づくことが多いようです。

　このように期限を超過した場合、子の父母が特別永住者であっても、

入管に出向いて子の在留資格の手続きを行わなければなりません。

　子の在留資格はいったん「短期滞在」となり、同日付で「永住者の配

偶者等」になります。( 特別永住者証明書ではなく ) 在留カードを交付

してもらい、その後、市区町村役場で在留資格取得の届出をし、再度、

入管で「特別永住資格の取得申請」を行います。入管と市町村役場を行っ

たり来たり、なかなか面倒です。いずれもきちんと期限内に手続きをし

ましょう。

同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子

子の姓（氏）

　同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子は、出生届の提出により日本人

の親の戸籍に記載されます。そのため日本人の親の「氏」となります。

　子に同胞の親の民族「姓」を受け継がせたい場合、日本人の親と子が

一緒に、または子のみ、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立」を行うか、

法務局で子の日本国籍離脱手続きを行います。

子の国籍

　子は父母両方の国籍を受け継ぎ重国籍です。22 歳までに父母のいずれ

かの国籍を選択する必要があります。

　「朝鮮」・「韓国」籍を選択する場合、日本国籍離脱手続きを行います。

子が 15 歳未満の場合は、親権者が行うことができます。国籍離脱手続き

は、住所地を管轄する法務局で行います。

　手続きが完了すると、在留資格の取得手続きを入国管理局で行います。

「朝鮮」・「韓国」籍の親が特別永住者の場合、子は特別永住者となります。

　同胞と国籍

　どうなる同胞の子の国籍、日本国籍離脱手続き

　認知と国籍

　日本人妻の「朝鮮」・「韓国」籍の取得
　「韓国」籍から「朝鮮」籍に変更はできるの？

   こんな相談～国籍の回復
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韓国における姓と本貫あれこれ
 

　韓国では就労や結婚などで入国し定住する外国人の数が増えていま

す。ここ数年来、「帰化」をして韓国国籍を取得する人たちの数は年間 1

万 1千人前後となっています。

　韓国では、居住年数や朝鮮語能力をはじめ所定の要件を満たした人が

「帰化申請」を行い、法務部長官により「帰化」が許可されると、その当

事者が定めた登録基準地（旧本籍地）にその人の家族関係登録簿（旧戸籍）

が作成されます。その時、家族関係登録簿には、「帰化」申請時の姓名が

記載されます。すなわち「帰化前」の（外国式の）姓名をそのまま名乗

ることができます。例えば、バラク・オバマとかドナルド・トランプの

ままでよいのです。

　そのため、「金」（김）や「李」(리 ) などとは異なり、ハングルの文

字数が 10 を超える長い姓もあるとのことです。

　「帰化」をして韓国国籍を取得する人の増加に伴い、韓国における姓の

数も増加の一途をたどっており、2000 年の人口住宅調査（韓国・統計庁

が 15 年ごとに実施）時には、わずか 283 個だった姓が、2015 年にはな

んと 5582 個に増えているとのことです。

　他方、「帰化」して韓国国籍になった人は、法院（裁判所）の許可を得て、

新しく姓と本貫を創設することができます（家族関係登録等に関する法

律第 96 条）。

　韓国・大法院が発行する統計月報によると、2016 年の（「帰化」者による）

姓と本貫の創設許可申請件数は 6750 件です（2015 年は 6694 件）。

　姓は、金・李・朴・崔など、朝鮮ならではのものにするものの、本貫

については、自分の祖国に由来するものを登録する例も多いそうです。

　例えば、モンゴル・金氏、タイ・太氏、独逸・李氏など、です。

　様々な文化と背景を持つ人が増加しているのですから、姓名も多様化

するのは当然のこと。しかし、金海・金氏、蜜陽・朴氏などが「当たり前」

と思ってきた私たちにとっては、ちょっと驚きですね。 a
d
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奨学金を利用する

　奨学金とは進学を希望する学生が、家庭の経済的理由で進学をあきらめ

ることのないように、公的な機関 (国や地方自治体 )や民間団体が進学に

必要な金額の一部、もしくは全額を支援する制度のことです。奨学金は返

済が不要の給与型と、返済が必要な貸与型の 2種類に大別され (一定の条

件をクリアすると返済が免除される貸与＆給与型もあります )、さらに貸

与型には返済金に利息が付かないものと、利息が付くものがあります。

　金融機関が取り扱う「教育ローン」や地域の社会福祉協議会が窓口とな

る「生活福祉資金 (入学時に必要な費用のための就学支度費と月々の奨学

金に相当する教育支援費の 2種類）」も奨学金の一形態と言えますが、世

界的には奨学金とは返済義務のない給与型奨学金のみを指すのに対し、日

本における奨学金はほぼ全てが貸与型です。つまり、借りた全額を将来的

に返済 (返還 )することを前提に奨学制度を利用することが重要です。

　日本学生支援機構の奨学金

　日本学生支援機構(JASSO)は2004年に日本育英会などの5つの法人が合併

して設立されました。貸付の対象は大学・大学院・短大・高専・専門学校生で

あり、2016年度は132万人に対して1兆944億円が貸し出されており、実に大

学生の2.6人に1人(38.5％)が奨学金を利用しています。無利子の第一種奨

学金と、有利子の第二種奨学金(上限は3％)に加え、日本の大学に在籍しな

がら海外の大学に留学する場合の支援制度もあります(月額6～10万円、留

学先の地域等により決定、8日以上1年以内、返済義務なし。貸与もあり)。

　また、2018年度からは給付型奨学金が本格導入されます(主に低所得世帯

の大学生が対象、月2万～4万円を給付、1学年あたり2万人程度を想定し、

財源は200億円程度を見込む。2017年度は、一部対象者に先行実施された)。

　一方、返済滞納者や連帯保証人に対する訴訟も社会問題化しており、

貸与型奨学金は「教育ローン」であるとの側面も留意すべきです (「申

請主義」ではあるものの、返還免除等の救済措置もあります )。

同胞学生を対象にした奨学金

名称 制度概略

【給付型奨学金】

大学学部 1 年生及び専門学校生に月額 1 万円、大学学部 2 年生

以上に月額 1.5 万円を支給。

【給付・貸与型 (無利息 )奨学金】

学部生は給付型 (「金剛保険奨学金」。年額上限は 48 万円 ) 及び

貸与型 ( 卒業年度生は年額 48 万円、卒業年度生以外は年額 24

万円 )、大学院生は給付型 ( 年額上限は 36 万円 )。その他に高

校生を対象とした給付型 (年額 12 万円 )もあり。

【給付型奨学金】

東日本地域に所在する朝鮮・韓国語で普通教育を行っている教

育施設等で学ぶ者を対象に月額 1万円を支給。

　

【給付型奨学金】

京都在住で日本の高等学校またはこれらに類する課程の朝鮮・

韓国語教育施設に通う者を対象に、月額 1万円を支給。

【給付型奨学金】

弁護士を目指すために法科大学院に在学・卒業した者を対象に、

月額 2 万円を支給。また、在日同胞社会の次世代を担う意欲の

ある若者の専門知識・技能や資格取得費用を支援する「チャレ

ンジ型若手同胞人材育成事業」も整備。

自然科学に関する研究を行う主として在日コリアン（特別永住

者および永住者）の大学院博士課程は 70 万円、修士課程は 30

万円（いずれも在籍またはそれに相当すると認められるもの）

を応募論文の選考を経て助成。

※詳細な募集要件等は各団体のホームページを確認してください。規模が一

番大きい朝鮮奨学会(現時点では民族学校在校者は対象外)のホームページ

もご覧ください。

在日本朝鮮人教育会

在日朝鮮学生支援会

ミレ教育財団

在日コリアン支援会

成和記念財団

NPO 法人ウリハッキョ
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朝鮮学校と大学受験資格

　1990 年代中盤まで朝鮮学校の卒業資格で受験できる日本の大学は公

立・私立の 4割程度しかなく、国立に至っては 1校もありませんでした。

そのため、受験資格を認めていない大学への進学を目指す学生は、朝鮮

学校に通いながらも日本の高校の定時制等にも在籍し、さらに大学入学

資格検定 (2005 年度より高等学校卒業程度認定試験に移行 ) に合格して

はじめて、志望大学を受験できるという負担を強いられていました。

　このような状況に対して 1998 年 2 月に日本弁護士連合会が「重大な

人権侵害」だとして是正勧告を出したことを皮切りに、大きな変化が起

こります。同年の 6 月には国連・子どもの権利委員会が、このような差

別的取扱いに対する勧告を出し、8 月には京都大学の理学研究科が文部

省（当時）の圧力を振り切って朝鮮大学校 (東京都小平市、以下、朝大 )

卒業生の受験を認めたことにより、大学院レベルではあるものの、初め

て国立大学が朝鮮学校に門戸を開放することになりました。

　さらには、経済界からもインターナショナルスクールの学生の進学上

の不利益をなくす要求が出たことが追い風となり、外国人大学の卒業生

に対する大学院への受験資格認定と、外国人中学校卒業生に対する大検

受験資格認定の方針が 1998 年 9 月に文部省（当時）から出されました。

　ところが、文部科学省は 2003 年 3 月に欧米系のインターナショナル

スクールのみに大学受験資格を認める方針を発表します。このような露

骨な線引きがかえって反対世論を喚起し、当初の方針が撤回され、結果

として文部科学省は同年 9 月に一定の弾力化措置を発表します。当初の

方針である「① 3 つの英米系の学校評価機関の認可したインターナショ

ナルスクール」に加え、「②本国において本国の高校と同等の課程と位

置付けられていると公的に確認できる者」、「③それ以外で各大学が個別

審査によって認定した者」というカテゴリーに分類し、その何れかに該

当する外国人学校・民族学校の高校に相当する課程を卒業した者であれ

ば、大学入学 ( 受験 ) 資格を認定するというものでした。朝鮮学校は③

に該当しますが、これは朝鮮学校の卒業生のみ、各大学の判断に委ねら

れ、結果として大学ごとに対応が異なりうるという問題を含んだ措置で

したが、現在ではほぼ全ての大学が受験資格を認定しています。

朝鮮学校と国家資格取得

　朝鮮学校の大学・大学院受験資格問題の前進は、国家資格取得問題に

も同様の成果をもたらすことになりました。2004 年 10 月、法務省はそ

れまでは認めなかった司法試験 ( 現行の新司法試験ではない ) の一次試

験免除を朝大卒業生に認定します。同年 12月には、東京都が正式に朝大

の在学生にも保育士の受験資格を認めました。2005年 1月には社会保険労

務士の受験資格が朝大卒業生に認められ、同年 5月には朝大生も日本の大

学生と同様、日商簿記一級等の資格取得に関係なくダイレクトに税理士試

験が受験できることとなりました。さらに翌年には不動産鑑定士と公認会

計士の受験資格の要件自体がなくなることにより、朝大と日本の大学の学

生間の差異はなくなりました。

　朝鮮高級学校卒業生についても大学受験資格問題の前進が波及し、看護学

校や鍼灸学校、社会福祉士、歯科技工士、柔道整復師等になるための専門学

校への入学資格も弾力化されました。ただ、大学入学資格と同様、これらの

専門学校への入学資格については最終的にはその学校の判断に委ねられるこ

ととなったため、未だ認めていない学校が存在しないわけではありません。

　認定こども園の保育教諭はダメ ⁉

　幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」の職員については、「幼

稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有するというのが

原則となっており、国は、両方の資格を取得しやすくなる制度を整備しまし

た(2015年 4月から5年間の特例期間)。この制度においては取得要件の一

つに、所定の科目を大学で受講する必要がありますが、ある朝鮮学校卒業生

が地元の自治体に確認したところ、朝鮮学校高級部の卒業資格ではこの制度

を利用できないと言われた事例もありました。

　実際には、大学受験資格と同様で、所定の科目を受講する大学の個別審査を通過

すれば、制度を利用できるにも関わらずです。自治体職員の認識不足が原因かと思

われますが、同様のケースに遭遇した場合は、あきらめずにセンターまでご一報を！
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国家試験の受験資格をめぐるあれこれ
　同胞が活動する場は、日本国内はもとより海外にまで広がっています。

法律、医療・福祉、工業・技術、土木・建築など、多様な分野で国家資

格を取得して活躍する人たちが増え、根強い民族蔑視により職業選択の

幅が狭められていた一昔前とは隔世の感があります。

　日本には、国家試験による資格は公的な各種の検定なども含め約1500種類

以上もあるそうです。受験資格には、司法書士、弁理士、行政書士や宅地建物

取引主任のように学歴、職歴、年齢など制限が無いものもあれば、大学、高校、

短大などを卒業していなければならないという学歴やその分野での実務経験年

数、年齢による制限など、資格により様々な制限があるものがあります。

　これらだけでなく、これまで朝鮮学校は「各種学校」との理由からその

卒業資格や履修科目が認められず、受験資格が認められなかったものがあ

ります。かつて朝鮮大学校卒業生には、その卒業資格では税理士、社会保

険労務士の受験資格が認められず、また保育士試験は一般の短大のように

2年在学時に「卒業見込み」で受験することができませんでした。しかし、

差別の是正を求める同胞の粘り強い運動の結果、税理士は朝大在学時（日

本の大学同様一定の要件あり）に、社会保険労務士は卒業生に、保育士は

「卒業見込み」の 2年時に受験資格が認められるようになりました。

　保健医療や福祉分野では、養成校で所定の科目の履修後に受験資格が認め

られるものが殆どです。ここでは、その養成校への入学資格が「各種学校」

との理由から朝鮮学校卒業生には制限されていたところ、2003年 10月厚生

労働省課長通知「福祉分野における各資格の受験資格等に係る各種学校の入

学資格等の取扱いについて」により、入学資格の有無は各養成校の個別審査

によるものとされました。その結果、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、

介護福祉士、言語聴覚士など広い分野で資格取得の途が開かれています。

　とは言え、資格の種類は多く、受験資格に設けられる要件や制限も

様々。朝鮮学校卒業生がチャレンジしたことのない分野もあるはず。セ

ンターにも「養成校への入学資格が無い」との相談が寄せられ、はじめ

てそのような資格を知ることも多いです。卒業資格を理由に受験資格や

入学資格が認められないようなことがあれば、すぐにご相談ください。 d
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児童扶養手当をもらう

　離婚や配偶者の死亡などにより、①ひとり親家庭になった人や、②父また

は母のどちらかに重度の障害がある場合、または③父または母に養育されな

いなどの状態にある児童（18歳に達した最初の3月31日まで、また中度以

上の障害がある場合は20歳未満）を扶養している養育者に支給されます。

　ただし、子が父母と一緒に住んでいるときや、子が父または母の再婚

相手（事実上の配偶者含む）と住んでいるとき、子が母と一緒に母の実

家で祖父母らと生活するような場合は対象になりません。また、父母が

すでに別居し、子が一方の親と生活をしている実態があっても、父母の

離婚が成立していなければ対象になりません。

　手当は子の数により加算があり、養育者の所得に応じて決定されます。

　韓国籍同士の協議離婚
　

　ソウルの家庭法院による「離婚意思の確認」が必要です。夫婦が一緒

に（代理人は不可）駐日韓国総領事館で「離婚案内」を受けた後、離婚

意思確認のための陳述書の作成、未成年の子がいる場合は親権者・養育

者の決定、養育費の決定や面会交流などについて取り決めた協議書を作

成しなければなりません。これらの書類はソウルの家庭法院に送付され

ます。後日法院から「確認証明書」が送付されると、3 カ月以内に駐日

韓国総領事館であらためて「離婚申告」を行います。

　しかし、日本の裁判所で調停や裁判で離婚が成立した場合は、当事者

のどちらか一方が、離婚確定の日から 1 カ月以内に判決確定証明書や調

停調書を添付して、駐日韓国総領事館で「離婚申告」を行います。

　また、夫婦のどちらか一方が日本国籍（もしくはその他の外国籍）の場合は、日

本の市区町村役場で離婚届を提出し、その後「離婚届受理証明書」を交付してもらい、

本人確認のための必要書類などを添付して「離婚申告」を行うことができます。

 朝鮮籍夫婦の協議離婚 / 家庭裁判所の調停について
　　　　　  養育費について

　離婚原因～韓国と日本～

　韓国民法第 840 条では、離婚原因に次の 6つを規定しています。

①配偶者の不貞行為、②配偶者による悪意の遺棄、③配偶者またはその

直系尊属から著しく不当な待遇を受けた時、④自己の直系尊属が配偶者

から著しく不当な待遇を受けた時、⑤配偶者の生存が 3 年間明らかでな

い時、⑥その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。

　日本民法の離婚原因と共通点はあるものの、韓国民法では③や④など、

配偶者のみならず尊属との関係も重要視するなど、韓国の儒教的な家父

長制が色濃く反映された内容になっています。

 

　子の母姓への変更

　朝鮮半島では、古来より「子は父の姓と本（本貫）を受け継ぐ」とい

う父姓承継の原則があり、結婚、養子縁組などによっても姓と本は変わ

ることはありません。

　韓国では 2008 年の民法改正により、従来の原則を維持しつつも、下記

の 2 つの場合に、子は母の姓と本を受け継ぐことができるようになって

います。①夫婦の婚姻届時に、今後生まれてくる子が父・母いずれの姓

と本（本貫）を名乗るかについて申告した場合、②子の福利のため、法

院で許可を得た場合です。

　例えば、離婚により母親が子を引き取る場合、法院の許可を得て子の

母姓への変更ができます。ソウルの家庭法院では、子の姓変更の許可基

準については、①子の養育環境や生活環境、②子の年齢、③子の意思な

どを考慮して判断するものとしています。

　子の姓の変更に際しては、子の実父あるいは実父の直系尊属の同意が

要るなど、煩わしい点もあります。在日同胞の場合、ソウルの家庭法院

が管轄裁判所となり、駐日韓国総領事館を通して姓変更の申立てはでき

ません。また、韓国国内での連絡先や法院からの送達先が必要となるた

め、韓国在住の親戚や弁護士などの協力が必要です。ただし、子の父が

外国人である場合、子は母の姓と本を受け継ぐことはできます。
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医療費の助成

　ひとり親家庭の母または父、あるいは父母がいない子を養育する者に

たいして、「ひとり親家庭等医療費助成制度」といった名称で、多くの

自治体が通院や入院などに係る医療費の助成を実施しています。内容は

自治体によって異なりますが、健康保険で医療を受けた時の自己負担分

を助成するところが多く、また所得制限を設けているところもあります。

居住地の役場に問い合わせてください。

　高等職業訓練促進給付金

　ひとり親家庭の母または父が、就職につながり生活の安定に役立つ資

格を取得するために１年以上養成機関に通う場合、その間の生活費を助

成する制度です。修業期間中に支給される高等職業訓練促進給付金と、

修了後に支給される支援修了一時金の 2つがあります。

　対象は、20 歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、①児

童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人、②養成機関で 1 年

以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人、③過去にこの

給付金を受けたことが無い人です。

　対象となる資格は、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療

法士、歯科衛生士などです。詳細は、市区町村役場で確認してください。

　支給金額は、高等職業訓練促進給付金は、月額 100,000 円 ( 市町村民

税非課税世帯）または月額 70,500 円 ( 市町村民税課税世帯 ) で、支給

期間は、修業期間の全期間（上限 3 年）。修了支援給付金は、50,000 円

( 市町村民税非課税世帯 ) または 25,000 円 ( 市町村民税課税世帯 ) が修

了後に支給されます。

　申請は、市区町村役場の子育て支援課や福祉課などです。

　名の変更
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16歳になったら……特別永住者証明書など

　2012年 7月に外国人登録制度が廃止され、新在留管理制度が施行されてい

ます。特別永住者には特別永住者証明書が、それ以外の中長期在留者には在

留カードが交付されるようになりました。16歳未満の者は16歳の誕生日ま

でに、更新の手続きが必要です。かつての外国人登録証の時代には、16歳未

満の者は16歳の誕生日の前後１カ月の間に住所地の市区町村役場で更新が

できましたが、新制度では、誕生日の当日までに、特別永住者の場合は市区

町村役場で、永住者の場合は地方入国管理局で更新をしなければなりません。

　とりわけ、16 歳未満の者の場合、誕生日前日までは親権者が本人に代

わって行なわなければならず、本人が手続きできるのは誕生日当日のみ

となります。また、更新手続きが遅れると、未成年者であるにもかかわ

らず「１年以下の懲役または 20 万円以下の罰金」という罰則が設けられ

ています。抗議の末、誕生日の 6 カ月前に更新の通知が法務省から送付

されるようになったものの、罰則は改正されておらず、注意が必要です。

特別永住者証明書、永住者の在留カードの有効期間は 7年で、次回以降は、

特別永住者は 7 年ごとの誕生日までに、永住者の場合は入管で在留カー

ドの期間更新をした日から 7年ごとに更新を行います。

　入管法上の罰則制度

　特別永住者証明書・在留カードの更新期限が超過した場合、1 年以下

の懲役または 20 万円以下の罰金となっています。その他、特別永住者証

明書・在留カードの受領拒否、提示拒否、紛失した場合の再交付手続き

の遅延も同様に 1年以下の懲役または 20 万円以下の罰金、住所地などの

届出の遅延などの場合は 20 万円以下の罰金が科されます。

　また、就労許可の無い外国人を雇用した場合、就労許可が無いことを

知らなかった場合であっても、雇用主に対して不法就労助長罪（3 年以

下の懲役・300 万円以下の罰金）の罰則が設けられています。このよう

に厳格な刑事罰制度があるので注意が必要です。＊詳細は

海外に行くとき……再入国許可

　同胞が海外に出かけるときは、その目的が旅行であれ商用、留学であ

れ、必ず入国管理局で再入国許可を取得しなければなりません。新在留

管理制度では、特別永住者の再入国の有効期間は 6年（数次）に伸長され、

新しく「みなし再入国許可制度」が導入されています。

　有効な旅券と特別永住者証明書または在留カードを所持して出国する

場合、特別永住者証明書を持つ同胞は日本を出国後 2年以内に、在留カー

ドを所持する中長期在留者は 1 年以内に再入国する場合は、別途再入国

許可を受けなくてよいという制度です（＊出入国時の審査の際、特別永

住者証明書・在留カードの提示を求められます）。

　「有効な旅券」とは「日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券」

とされているため、韓国旅券を所持する人はこの制度を利用できますが、

朝鮮籍同胞の場合、不当にもこの制度を利用できず、従来どおり、入管

で再入国許可を受けなければなりません。　

　みなし再入国許可制度で出国した場合、必ず出国の日から 2 年（もし

くは 1 年）以内に日本に再入国しなければならず、渡航先での期限の延

長は、天災や病気・事故など、いかなる理由があっても一切認められま

せん。期限を超えると、出国時に遡って日本における在留資格を喪失し

ます。長期間海外に出かける時は、面倒でも入管で数次の再入国許可を

受けて出国することをおすすめします。

　特別永住者とは？

　「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者とその子孫」の

ことです。要するに戦前に来日し、戦後も引き続き在留している旧植民

地出身者とその子孫に限って、特別に認めた在留資格のことです。解放

後いったん本国に戻り、また来日（1945 年 9 月 3 日以降）した人は対象

外となり、特別永住者資格を取得できません。　

　在外国民 2 世？ / 韓国籍男子に兵役義務？
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外国人を雇用するとき……就労と在留資格

　「外国人を雇用したい」「韓国の親族を雇用したい」、このようなケース

も最近多いのではないかと思います。実子以外は、目的に準じ在留資格

（いわゆるビザ）を取得し、日本に呼び寄せなくてはなりません。

　例えば、焼き肉店の調理師として雇用したい場合、「技能」の在留資格

を取得しなくてはならず、10 年以上の勤務経験が必要です。

　在日同胞が韓国同胞や外国人を雇用する場合、「技能」（外国に特有の

料理～韓国料理など、外国に特有の製品の製造、宝石・貴金属・毛皮の

加工の技術など）「技術・人文知識・国際業務」（翻訳・通訳、広報、宣伝、

又は海外取引業務、デザイン、商品開発など）が主な在留資格となりま

すが、大学卒業資格や、国際的な資格、10 年以上の勤務経験などの条件

が課されています。このような在留資格以外の人、そもそも在留資格の

無い人を雇用した場合、違法となり、雇用主は「不法就労助長罪」に問

われます。この場合、雇用主が永住者であっても、退去強制となり得る

ので、十分に注意して下さい。

　資格外活動（アルバイトなど）の注意

　「留学」や「家族滞在」の在留資格では、資格外活動の許可を得ることで、

週 28 時間の労働が認められます。例えば 1日 4時間で 7日間、5時間で

約 5日間のアルバイト、パートが可能です。事前に入国管理局で、資格

外活動の許可を必ず受けておく必要があります。本来、「留学」は、勉強

をするために来日しているので、労働は禁止されています。ですので、

許可なく労働した場合、本人のみならず、当然雇用主にも罰則があります。

ただし、夏休み等の長期休暇の期間は、1日 8時間の労働が認められます。

　焼肉店や居酒屋などでは最近アルバイトも不足しているようで、外国

人の方がまじめに一生懸命働くと評判は良いようです。しかし、違法な

低賃金で使用した場合なども、雇用主側に罰則（労働法）がありますので、

要注意！

　ワーキングホリデイ

　2 国間の協定に基づいて、青年（18 歳〜 25 歳または 30 歳）が異なっ

た文化（相手国）の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補う

ために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制

度です。期間は通常 1 年、比較的広域な職場（単純労働も可）で就労す

ることができます。

　協定国との間で利用ができ、ちなみに韓国との協定国は、日本、オー

ストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリス、

アイルランド、デンマーク、台湾（中華民国）、香港、ノルウェー、ポー

ランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイ

ンとなっており、英語圏の国を１年ずつ 3カ国（例：カナダ、イギリス、

オーストラリアなど）ワーキングホリデイを利用すれば、3 年間収入を

得ながら英語を習得でき、今後の就職にも有利になり得ます。

　家族の呼び寄せ

　外国人が家族を呼び寄せる場合、「家族滞在」の在留資格となりますが、

これは未成年で被扶養者である子、配偶者のみが取得できる在留資格で

す。それ以外の親、兄弟等はその資格で入国することはできません。

　この場合、各々が個別に在留資格を取得しなくてはいけません。いわ

ゆる就労系の資格です。

　あくまで特別な場合ですが、親、兄弟が病気の場合、医療滞在ビザや、

内戦など生命の危険がある場合は、難民申請など、特別在留の可能性も

あります。
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在留資格の変更……永住者資格の申請

　在留資格の変更とは「人文知識・国際業務」から「経営・管理」への

変更など滞在の目的が変わった場合、申請により新たな在留資格を取得

することを言います。貿易会社に勤めた後、独立する場合などです。

　この中で、永住者資格に変更したい場合ですが、法務省（入国管理局）

のガイドラインによると、永住の要件は「素行が善良」であり、「独立の

生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、「その者の永住が日本

国の利益に合すると認められること」とあります。

　引き続き 10 年以上在留し、5 年以上の居住、犯罪歴、納税義務違反の

ないこと、5年（最長）の在留資格を持っている場合に申請できます。

ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者に関しては 3 年以上の実

態を伴った婚姻生活、定住者の場合は 5 年以上の在留により、永住者資

格を取得できます。

　高齢の親の呼び寄せ

　高齢の親を呼び寄せる場合、入国管理局では、以下の 3 つの条件を満

たす場合に日本での滞在が認められることがあるようです。

・70 歳以上、または重大な病気がある場合

・親が扶養を受ける必要がある場合

・親を扶養するほかの親族が母国にいない場合

　なお、在留が認められた場合には、在留資格は「特定活動」となりま

す。親が本国にいる状態で、「在留資格認定証明書」の交付申請による

呼び寄せは難しく、まずは「短期滞在」で日本に入国した後、「特定活動」

への在留資格変更許可申請をしてください。ただし、高齢の親の呼び寄

せはまだ一般的ではないため、センターにご相談ください。

　韓国旅券の取得と家族関係登録簿

　家族関係登録簿の整理申請
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病気をしたら……高額療養費制度

　病院にかかるお金は 3 割負担とは言え、入院ともなると 3 割でも大き

な負担になります。そこで、療養に係る高額の医療費が生じた場合、所

得にしたがって負担を軽減する「高額療養費」の制度があります。

　これは、被保険者またはその被扶養者の負担すべき医療費が所得ごと

に規定された基準（自己負担限度額）以上になった場合、その超えた額

を「高額療養費」として支給する制度です。

　70 歳未満の場合、所得の区分が 5 つに区分され、それぞれ基準額を超

える医療費負担分が高額療養費として支給されます。ただし、この高額

療養費は、被保険者またはその被扶養者が「同一の月」にそれぞれ「同

一の病院等」から受けた療養に係る医療費の合算額で計算します。つま

り、月をまたいでの医療費は、同一の病気でも別に計算します。

　高額療養費の対象となる医療費は、「同一の月」かつ「同一の病院等」

から受けた療養を合算します。「同一の病院等」とは、同じ病院であっ

ても「医科と歯科」、「通院と入院」は別々に取り扱います。また、原則

として「同一人」の医療費を対象としますが、世帯合算の制度もありま

す。被保険者・被扶養者の医療費負担分が、それぞれ単独では高額療養

費の支給要件を満たさない場合であっても、同一の世帯で同一の月にお

ける医療費の負担分の額がそれぞれ 21,000 円以上であるときは、それぞ

れの額を合算して計算することができます（なお、高額療養費として払

い戻しを受けた月数が 1年間（直近 1カ月間）で 3月以上あったときは、

4月目（4回目）から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

　高額療養費は、原則的には現金給付（事後給付）ですが、あらかじめ

保険者（健康保険の場合は全国健康保険協会もしくは健康保険組合、国

民健康保険の場合は市町村および特別区もしくは国民健康保険組合）に

申請して「限度額適用認定証」を受けた場合は、病院で先に医療費負担

分を支払う必要がありません。

病気で休職したら……傷病手当金

　在職期間中に病気などで就労ができない場合は、健康保険（勤務先の

健保組合や協会けんぽ）より傷病手当金が支給されます。

　傷病手当金は会社を休んだ日が連続して 3 日以上あり、4 日目以降の

休んだ日に対して支給され、1 日につき、標準報酬額の 3 分の２に相当

する金額が、最長 1 年 6 カ月支給されます。現在在職中の休業が対象に

なるので、退職してから治療をしようとしても傷病手当金は支給されま

せん。健康保険の任意継続期間中であっても支給対象とはなりません。

ただし、在職中にすでに受給要件を満たしている場合は、引き続き受給

できます。

精神科等に通院するとき……
　　　　　　　　　　精神通院医療制度

　精神疾患により、通院治療を続ける必要がある人を対象に、医療費の

自己負担を軽減するものです。通院時の医療費の自己負担額が 1 割とな

り、また前年度の収入や本人の障害などの状態などにより、月額の自己

負担額の上限（例えば、1 カ月 0 円あるいは 10,000 円などのように）が

決められます。

　対象となる疾患は、統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、

不安障害、薬物などの依存症、てんかん、などです。軽減の対象となる

医療は、指定された医療機関による精神疾患などでの外来、外来での投

薬、デイ・ケア、訪問看護などです。申請の手続きは、市区町村役場の

障害福祉課あるいは保健福祉課などです。
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家賃を払えない……住宅確保給付金制度

　失業などで住まいを喪失あるいはその恐れがある人を対象に、一定期

間、家賃相当額を給付し、住まいの確保と就労を支援する制度です。

　支給の対象は、①離職後 2年以内で 65 歳未満の人、②離職前に主たる

生計維持者であった人 ③就労意欲があり、ハローワークに求職申込みを

行っている人、④申請人の世帯収入、預貯金の合計が所定の基準額以下

である人、⑤その他、申請人と生計を一にする同居親族が、雇用施策に

よる給付や、自治体などが実施する類似の給付や貸付を受けていないこ

と、などの複数の要件を満たす人です。

　給付金は、申請人にではなく家主または不動産店に直接支払われ、給

付期間中は、ハローワークで職業相談を受けたり、週 1 回以上、求人先

に応募または面接を受けるなど、就職活動を行わなければなりません。

生活に困ったら……生活保護

　生活保護は、生活に困窮している人に対して、最低限度の生活を保障

しようという制度です。申請には、資産の活用・能力の活用・その他の

制度活用などの要件を満たす必要があります。自分の預貯金や生命保険、

土地・家などの不動産、車などの財産を処分し、さらにあらゆる努力を

してもなお生活が困窮する時に利用ができるというものです。同胞も申

請はできます。また外国籍でも「定住者」や「日本人あるいは永住者の

配偶者等」の在留資格であれば申請ができます。

　生活保護には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助など8種類の扶助があり、そ

の人または世帯の困窮程度に応じて必要な保護がお金や現物で支給されます。困

窮に陥った理由や借金の内容などは問われません。なので、借金があっても生

活保護の申請はできます。福祉事務所では、申請の時点で借金があると「では、

申請は無理ですね」と断られることがありますが、「保護が決まってから法律家

を通して借金の整理をします」との旨をきちんと伝えてください。

　海外渡航と生活保護

　生活保護を受給中だからと言って、海外渡航が禁止されているわけで

はありません。「帰国」ではなく、一時的に海外へ渡航した場合であって、

引き続き日本国内に居住の場所を有している場合、海外に出かけたとい

う事実のみを持って生活保護を廃止することはできません。

　次の①～③の目的で、概ね 2 週間以内の期間で海外渡航をする場合に

は、保護費をやり繰りして貯めたお金や、あるいは親族などの他からの

援助で費用を賄って渡航する場合には、（渡航に係る費用全額を収入認定

せずに）その渡航を認めています。①親族の冠婚葬祭、危篤の場合およ

び墓参②修学旅行③公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大

会への参加（選抜又は招待された場合に限る）

　ただし、事前に福祉事務所の担当者には渡航の目的、日程などを伝え

てください。上記 3 つの目的以外で海外に渡航する場合、例えば観光、

通常の親族訪問、一時的な里帰りなどの場合は、渡航に係る費用は「収

入があったもの」とみなされ、後で保護費の減額や返還を求められるこ

とがありますので、注意が必要です。

　住宅ローンと生活保護

　生活保護は最低限の生活を保障するためのものであり、ローン付きで

あっても持ち家は資産とみなされるので、原則、処分をする必要があり

ます。ただし、例外があります。1 つは、住宅ローンがあっても、その

返済期間が残り 5年以内で、残っているローンの総額が 300 万円以下で、

月々の返済額が生活扶助の基準額の15％以下である場合です。すなわち、

返済額が少なく、あと一息でローンが完済するような場合です。

2 つは、すでに持ち家を売却する予定で、残るローンなどの負債につき

破産の手続きを弁護士に依頼しており、ローン返済を停止している場合

です。すなわち持ち家を手放すことにした場合です。

朝鮮学校の就学と生活保護
　　　　　保険・互助会の加入と生活保護
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税金が払えない！

　住民税や国民健康保険税が払えないとどうなるでしょうか？

　納付期限を超えると、まずは督促状が送付されてきます。それでも払

わないままに放置していると差押通知書などが送付されます。

　これらの通知書が手元に届くまでの日数は各自治体ごとに異なります

が、地方税法 329 条では「納期限後 20 日以内に、督促状を発しなければ

ならない」と定めているので、20 日以内に送られてきます。

　督促状が届いても無視していると、役所の担当者から催促の電話がか

かってきたり、自宅を訪ねてくることもあります。それでも納付しない

場合は「差押通告書」が届けられ、差押処分となります。法律上では、

督促状を発した日から 10日以内に納付をしないときは差し押さえができ

ることになっているため、いきなり、預金口座や生命保険、給料などが

差し押さえられるということもあり得ます。差し押さえられる場合、滞

納処分費や延滞金（1 カ月目は 2.9％、2 カ月目以降は 9.2％）もついて

本来の金額よりも高くなります。

　また、国民健康保険税を滞納し続けると、医療費が全額自己負担となっ

てしまい、病院を受診するたびに高額な医療費を請求されることになり

ます。

　失業したり、病気やケガなどのために収入が激減した、無くなったな

ど、やむを得ない事情がある人には、「分納」「減免」「猶予」などといっ

た措置が取られることがありますので、放置しないで早めに役所に相談

することが重要です。
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突然の入院

　ある日突然、親が入院した。そんな時に混乱せず必要な物（情報）を持っ

て病院へ駆けつける準備はできていますか？同居、別居、遠距離と置か

れた状況は様々ですが、最低限の準備をしておけば安心です。まずは入

院に際して必要な物（情報）をリストアップしてみましょう。

　急性期／一般病院の入院期間は長くて 1 カ月。できるだけ速やかな退

院を求められます。退院後は本人の希望に沿いつつ、病状や家庭状況に

応じて回復期リハビリテーション病院などへの転院か、自宅・福祉施設

などでの生活かを決めることになります。また、中長期的に考えると、

入院中に介護保険の申請も検討が必要です。

入院費用と事前にできる対策

①限度額適用認定証

　手術などで高額な医療費がかかることが事前に分かっている場合は、

「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請をしましょう。医療

費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなり、窓口での支払いを抑

えることができますし、払い戻し手続きの手間も省けます。認定証は各

健康保険（国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、後期高齢者医療など）

に申請し発行してもらいます。

②入院保証金

　病院によっては「入院保証金」を預かることがあります。金額は 5 ～

10 万円程度が相場で、自動車事故は 2 倍になるケースが多いでしょう。

預り金なので退院時に返金（入院費の精算）されます。

＊病院には MSW（医療ソーシャルワーカー）を配置しているところがあ

ります。医療費や退院の相談、さらには介護保険などの相談にものって

くれます。困りごとがあれば気軽に相談してみましょう。

介護保険を利用するには……

　介護の始まりは突然です。病気、骨折、認知症、原因は様々ですが、

初めてのことに戸惑いながらも次々と事務手続きを済ませ、ことを前に

進めなければなりません。これらはほとんど平日昼間に時間を取らねば

ならず、会社や仕事の都合をつけるだけでも一苦労。親と離れて暮らす

遠距離介護の場合はさらに大変でしょう。

　こうした事態に備えて、介護の始まりに必要な知識を時系列で整理し

頭に入れておきましょう。やるべきことの量は変わりませんが、全体像

が見えているだけで、混乱やイライラを減らすことができます。

最初の相談は「地域包括支援センター」へ

　親に介護が必要だなと感じたら、まずは親の居住地の「地域包括支援

センター」に相談しましょう。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー

といった専門家が配置されているので、介護制度に関する一般的なアド

バイスだけでなく、医療・福祉・保険などの制度を網羅した総合的な相談、

支援が可能だからです。

　老人福祉施設に併設されていることも多いので、土日の相談が可能な

場合も多く、相談は無料でできます。役所のホームページや広報などで

住所地所轄のセンターを調べることができます。また、お近くの「居宅

介護支援事業所」も地域包括支援センター同様に認定申請の手続きや介

護相談に対応してくれます。
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介護保険の申請と要介護認定

　介護保険は、①要介護認定申請②訪問調査（ご自宅又は入院入所施設

において）③要介護認定審査、という手順をふむことで利用することが

できます。訪問調査では、行政から委託された調査員が心身の状態や生

活環境をチェックします。できれば普段の様子を把握している家族が立

ち合い、本人の現状を正確に伝えましょう。調査の後は、どの程度の介

護（支援）が必要かを判定する要介護認定が行われ「要介護度区分」が

決定します。ここまでに申請日からおよそ 1 カ月かかるとされています

が、早急にサービスの利用が必要な場合は、認定前でも暫定的にサービ

スを利用できる場合もあるのでケアマネジャーに相談してみましょう。

介護保険で利用できるサービス

　介護保険で利用できるサービスには、居宅サービス（自宅で生活する

方が対象）と施設サービス（入所）、地域密着型サービスなどがあり、要

介護（支援）度によって利用できるサービスが異なります。

　通常、居宅介護支援事業者（要介護）または地域包括支援センター（要

支援）に依頼し、介護サービス計画（ケアプラン）を作成しますが、利

用したい施設やサービス、自宅介護での困りごとなどを積極的に相談し、

それぞれの家庭にあった介護サービス計画を立てましょう。

同胞のいる介護施設を探す

　デイサービスの利用や施設への入所を考える時、普段の食生活や風習、

言葉の問題などから、同胞の利用者や職員のいる施設を探すこともある

でしょう。地域によっては同胞が経営する介護施設や、同胞が多く通う

デイサービス、特別養護老人ホームなどがあります。詳細は当センター

へお問い合わせください。

　要介護（支援）認定と扶養控除

　要介護（支援）認定を受けている場合、身体障害者手帳などを持ってい

なくても、市区町村役場で「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえ

ば、所得税・住民税の障害者控除、または特別障害者控除を受けられます。

　居住地の介護保険認定担当窓口に申請し、「認定書」が発行されたら年

末調整や確定申告時に添付書類として提出して下さい。場合によっては

最高 5 年までさかのぼって税金の還付を受けることができる場合があり

ます。ただし、市区町村によって発行条件が異なるので、事前に詳細を

確認しましょう。

 

　成年後見制度

　認知症などによって判断能力が十分でない人々を法律・生活面で支援

する制度です。具体的には、認知症や知的障害、精神障害などにより、

日常的に判断能力を欠くため、不動産や預貯金などの財産や日常生活に

おける金銭管理が十分にできない、あるいは病気で入院をする際の諸手

続きや、介護が必要になった際の施設への入所手続きなどを適切に行う

ことができず、不利益を被ることが無いよう、本人の自己決定権を尊重

しつつ、その人に代わって権利を擁護しようというものです。

　大きくは法定後見人制度と任意後見人制度の 2 つがあり、すでに認知

症の診断を受けている人の場合は、その判断能力の程度に応じて、補助

人、補佐人、成年後見人のいずれかを家庭裁判所で選任してもらいます

（医師による所定の診断書が必要です）。

　後見人の選任を申し立てることができるのは、本人、配偶者、4 親等

内の親族、市区町村長他などです。身寄りや親族がいない場合は、担当

のケアマネジャーや市区町村役場の高齢者福祉課の担当者と相談するの

がよいでしょう。

　後見人には、子などをはじめ親族や、親族以外では弁護士や司法書士、

社会福祉士などの法律や福祉の専門家その他の第 3 者や福祉関係の法人

などが選任されることがあります。 
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認知症になったら

　認知症の始まりの時期は、家族も対応に戸惑いがちですが、正しい知

識をもち適切な対応を行うことで、本人も家族も落ち着いた日常生活を

送ることが可能です。

早期発見、早期診断は「かかりつけ医」から

　加齢によるもの忘れだけではない、「何かおかしいな」と感じることが

多くなったら、まずは普段かかっている「かかりつけ医」に相談しましょ

う。内科や整形外科などの診療科目に関わらず、定期的に診察している

医師であれば、患者の変化にも敏感です。認知症が疑われる場合は、専

門機関につないでもらえるかもしれません。また、早期発見することで

家族が今後の対応をじっくり考える余裕ができ、認知症の種類によって

は薬で進行を遅らせることも可能になります。

　近年、認知症についてのアドバイスや診断、専門医療機関の紹介など

を行う「認知症サポート医」制度も整ってきました。どこの医療機関（病

院・診療所）に相談・受診すればよいのか分からない場合は、近くの「認

知症サポート医」に相談してみましょう。

　認知症サポート医ネットワーク

　認知症サポーター養成講座

　「認知症サポーター」は厚生労働省が推進する事業で、認知症に対する

正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる

範囲で手助けする「サポーター」を養成し、認知症になっても安心して

暮らせる社会を目指すものです。養成講座は小学生から社会人まで誰でも受

講可能で、所要時間は90分程度、受講料も無料です。全国各地の自治体で開催

されていますが、地域の団体には出前講座も可能とのこと。詳しくは自治体の

高齢者窓口にお問い合わせください。

ひとりで抱え込まないで

　認知症と聞くと、徘徊や暴力、物盗られ妄想などの「問題行動」を真っ

先に思い浮かべる人が多いようです。そのためか、認知症になると何も

分からなくなってしまう、という不安や偏見も根強く残っています。

　認知症による記憶障害や判断力の低下から「問題行動」が引き起こさ

れるのは事実ですが、実はこれにも「幼いころ住んでいた家に戻りたい」

「子ども扱いする家族や職員が腹立たしい」など、本人なりの理由がある

と言われています。介護する側がゆったりとした心と敬いの念を持って

対応することで、「問題行動」も本人の意思表示へと変わるのです。認知

症になっても人間の自尊感情は最後まで残っていることを、常に忘れず

にいたいものです。

　しかし、頭では分かっていても実際には戸惑いや怒りを抑えられない

ところに、家族介護の難しさがあると言えます。仕事と介護の両立や、

社会からの孤立などにより精神的に追い詰められることも珍しくありま

せん。そうした時はケアマネジャーや家族会に頼って、一人で抱え込ま

ないようにしましょう。

　認知症との付き合いはゴールの見えないマラソンのようなものですか

ら、家族が介護の犠牲になるだけでは本人の幸せも守れません。デイサー

ビスやショートステイ、家族会や認知症カフェなどを上手く活用し、本

人も家族も、外部とのコミュニケーションが断たれないように工夫する

ことが大切です。

　在日同胞 1 世の場合、認知症により母国語と日本語の使い分けができ

なくなったり、対応する職員に知識や理解がなく、コミュニケーション

が図れない場合があります。また、1 世でなくても同胞コミュニティで

の生活が長かった場合などは、日本人だけの施設に通うことに抵抗を感

じることもあります。認知症になっても最後までその人らしく過ごせる

環境を整えるために、地域の同胞コミュニティが持つ資源を活用するこ

とが求められています。 
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自宅で暮らすために……

　介護の必要な状態になっても、住み慣れた家で暮らしたいと思うのは

自然なことです。ちょっとした自宅の改修や福祉用具の活用で、そうし

た思いをかなえ、その人らしい生活を守ることができます。

居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給

　日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付

けや段差解消などの小規模な住宅改修に係る費用を支給するサービスで

す。支給限度は要介護状態区分に関わらず一律 20 万円 ( 上限額 )、その

うちの 1 割又は 2 割は自己負担になります。転居された場合や要介護が

軽度より重度になった場合に、再度改修を行うことができる場合もあり

ます。申請先は市区町村役場になりますが、必ず改修前にケアマネジャー

に相談するようにしましょう。

福祉用具のレンタル

　車いすや特殊ベッド、歩行器など 13 種目の福祉用具をレンタルできま

す。本人の状況にあった福祉用具を選ぶ必要があるため、必ず福祉用具

専門相談員やケアマネジャーに相談しましょう。利用にあたっては、要

介護（支援）度に応じた支給限度額の範囲内で、レンタル料の 1 割又は

2割が自己負担となります。

　特定福祉用具販売

　入浴・排せつ用具のように、レンタルすることに心理的抵抗を感じる

ものを「特定福祉用具」と言います。これらは、いったん購入金額の全

額を支払い、その後に申請をして補助分（9 割または 8 割）の支給を受

けるという、いわゆる「償還払い」が原則です。給付金額の上限は年度

間（4月～ 3月）10 万円以内です。  

高齢者の住まい

　高齢者の住まいの住み替えは、失業や病気などによる経済状況の悪化、

持ち家の老朽化や維持の困難、一人暮らしへの不安、また高齢を理由に

した退去要求など、その原因は深刻です。

　しかし、高齢の単身世帯や夫婦のみの賃貸住宅への入居は、「入居拒

否」という壁にぶつかることが珍しくありません。例えば、保証人の不

在、低収入や認知症の発症による家賃の滞納、火災や孤独死の心配など、

家主にとってはリスクが高い、という理由からです。

　そこで、こうした高齢者の住み替え問題解決のため、公共機関・民間

による各種の高齢者向け住宅が整備されており、市区町村役場の高齢者

相談窓口などで、資料の入手や相談が可能です。

　また、自治体によっては家賃、礼金、転居費用などの初期費用を助成す

る制度もあります。まずは入居条件や家賃、提供されるサービスなど物件

の特徴をしっかり理解し、準備資金や世帯構成、健康状態や将来的な福祉

施設などへの入所の可能性なども考慮し、物件を探すことが大切です。

　主な高齢者向け住宅の種類

　基本的に 60 歳以上の単身者または高齢者夫婦で、自立した生活を送れ

る人が入居対象となります（一部、要介護認定を受けた方も入居可能）。

①有料老人ホーム（住宅型）：

食事等の生活支援サービスが付く民間施設。

②サービス付き高齢者向け住宅：

バリアフリー等の条件を備え専門家による安否確認、生活相談サービス

が受けられる民間住宅。

③シルバーハウジング：

設備等が高齢者向けに配慮され、生活相談員による相談サービス等を受

けられる公的（地方公共団体・UR）な賃貸住宅。
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こんな相談　高齢者の施設入所と世帯の分離

Q.2 年前、 同居する高齢のオモニが自宅で転倒し骨折、 入院しました。 医師か
ら 「今後は在宅での介護は無理」 と言われましたが、 すぐに入所できる特別養護
老人ホームもなく予約待ち状態です。 とりあえず介護老人保健施設に入所しました
が、 毎月の利用料の支払いがきつく、 やりくりが困難です。 このままでは私たち家
族も生活困窮に陥るので、 施設に入所中のオモニだけ生活保護を受給することは
できないでしょうか？

Ａ.現在老人保健施設に入所中のオモニと、相談者の世帯を分離して、

オモニだけ生活保護の申請ができるのか、という相談ですね。施設入所

が長期におよび、また在宅生活の見込みが無い状況であっても、オモニ

が「老人保健施設」に入所中という場合、世帯分離は困難と思われます。

介護老人保健施設は、傷病などで入院していた高齢者が自宅に戻るため

の機能回復訓練を行う「中間施設」として位置づけられています。これ

にたいし、特別養護老人ホームは自宅で自力で生活することが困難な状

態の人のための「生活施設」で、入所期限がありません。

　『生活保護法による保護の実施要領』によると、「居住を一にしていな

いが、同一世帯に属していると判断すべき場合」の例として、介護老人

保健施設に入所している場合を挙げています。さらに、「世帯分離をして

差支えない」例として、特別養護老人ホームを挙げています。

　特別養護老人ホームへの入

所は予約状況や時間など、容

易ではないのが現状ですが、

今後、オモニが特別養護老人

ホームに入所した場合は世帯

分離をして、オモニのみを単

身世帯とする生活保護の受給

は可能になると思われます。
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老齢年金の仕組み

　日本の年金制度は「2 階建て」の形になっています。外国籍者を含む

20 歳以上 60 歳未満の全住民が国民年金制度の加入対象になっており、

自営業者や学生（1 号被保険者）、会社員（2 号被保険者）、専業主婦（3

号被保険者）もすべて「1 階部分」にあたる国民年金（基礎年金）への

加入が義務付けられています。

　その中でも、「厚生年金」に加入している会社で勤めている会社員など

は、国民年金に加えて厚生年金に加入することとなり、将来の老齢年金

も、原則 65 歳から受給できる老齢基礎年金に加え、「2 階部分」の老齢

厚生年金を受給できます。

　老齢年金を受け取るために最低限必要な年金加入期間（受給資格期間）

は、2017年7月までは25年（300カ月）でしたが、2017年8月から10年（120

カ月）に短縮されました。

　たとえば、厚生年金加入記録が 15 年しかなく、年金受給開始年齢であ

るにも関わらず年金を受給していなかった方も、2017 年 9 月分から年金

を受給できるようになります。

　なお、受給資格期間は、原則的に①保険料納付済期間、②保険料免除

期間をあわせて計算します。これで受給資格期間を満たせない場合は、

③合算対象期間（カラ期間）を合わせて計算できます。③のカラ期間は、

国籍要件で制度上年金に加入できなかった期間（1961 年 4 月～ 1981 年

12 月の間で本人が 20 歳～ 60 歳の期間）などがあります。

　なお、場合によっては本人の職歴が年金記録に正確に反映されていな

いこともあります。年金記録を照会し、年金が増額した方や新たに年金

を受給できるようになった方もいますので、一度しっかりと年金記録を

確認することをおすすめします。

　同胞の無年金問題とは

   受給資格期間の短縮とカラ期間

　同胞ならではの年金相談事例

カラ期間って？

　「合算対象期間」と言います。原則的には、年金の受給資格期間は①

保険料納付済期間 + ②保険料免除期間で計算しますが、かつて、制度上

加入対象外であったり、任意加入だったので加入していなかった期間で、

本人が 20 ～ 60 歳の期間を特例的に受給資格期間に算入できます。

　「カラ期間」には種類があり、在日同胞に関連する「カラ期間」は、国

民年金法の全面施行時（1961 年 4 月）から国籍要件が撤廃される 1981

年 12 月までの期間で、本人が 20 ～ 60 歳であった期間です。

障害年金・遺族年金

　けが・病気などで障害を負ったり、稼ぎ手が亡くなり生活が困難となっ

たとき、障害年金・遺族年金は大きな役割を果たします。「若いから大丈

夫」と、年金保険料を納めないままにしていると、万一の時に障害年金・

遺族年金が受給できなくなる可能性があります。

　障害年金と遺族年金の受給要件は似ています。障害の原因となったけ

が・病気について、初めて病院で診療を受けた日（初診日）、または死亡

日の前日において、①保険料納付済期間と②保険料免除期間を合わせた

期間が、それまでの年金加入期間のうち 3分の 2以上ある方（もしくは、

直近過去 1 年のうち保険料未納期間がない方）であれば障害年金・遺族

年金の保険料納付要件は大丈夫です。その上で、障害年金は、障害認定

日（初診日から 1 年 6 カ月経過した日、もしくはそれ以前に治癒した場

合は治癒した日）に障害等級に該当すれば、障害等級に応じた障害年金

が支給されます。障害等級は、障害基礎年金は 1 級・2 級、障害厚生年

金は１級～ 3級まであります。

　国民年金の遺族基礎年金は子（18歳未満）のある配偶者か子（18歳未満）

が受給でき、遺族厚生年金は、亡くなった人に生計を維持されていた配

偶者と子（第 1 順位）・父母（第 2 順位）・孫（第 3 順位）・祖父母（第 4

順位）が受給できます（先順位の遺族のみ）。
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年金保険料の支払いが困難になったら

　20 歳になったら国民年金に加入し、年金保険料を納付しなければなり

ません（＊厚生年金などに加入している人、またはその配偶者に扶養さ

れている人は除く）。国民年金の 1 カ月当たりの保険料は 16,490 円 / 月

（2017 年現在）で、様々な事情で支払いが負担になることもあります。

未納・滞納を避けるために下記のような制度があります。

保険料免除制度

　所得の少ない人が対象です。本人・世帯主・配偶者の前年度の所得が

一定額以下の場合、申請ができます。所得に応じて、保険料の全額、4

分の 3、半額、4 分の 1 が免除されます。免除の期間・免除の額に応じ

て年金額が計算され、全額免除の場合でも保険料を全額支払った場合の

2分の 1が支給されます。＊失業した人や、夫の DV で家を出た妻などは、

特例免除があります。

納付猶予制度

　本人と配偶者の前年度の所得のみを基準に納付を猶予するものです。

50 歳未満の人が対象です。納付猶予の場合、免除制度とは異なり、猶予

された期間は年金額には反映されません。学生の場合は「学生納付特例

制度」のみ利用可能です。

　上記の免除・納付猶予の制度には、将来の受給額を増やすため、免除・

猶予された保険料を後に 10年まで遡って納付することができる追納制度

があります。        
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同胞の相続はどこの法律が適用される？

　「相続は被相続人（死亡した人）の本国法に拠る」のが国際私法上の原

則です。日本に住んでいるからといって日本の法律が適用されるわけで

もなく、また相続人の国籍などは関係ありません。

　在日同胞の場合、

①朝鮮民主主義人民共和国（以下、共和国）の法を本国法とする人

②韓国法を本国法とする人

③「帰化」して日本国籍になった人

　この 3 通りが考えられます。特別永住者証明書や在留カードに記載さ

れている国籍表示で本国法が決まるわけではありません！ 

　では、どのように本国法は決まるのでしょうか？

　それは、被相続人（死亡した人）の帰属意識、所持している旅券、渡航歴、

所属する民族団体、親族との繋がり……などを斟酌して総合的に判断さ

れ、被相続人ともっとも密接な地域の法が本国法となります。

　その本国法に基づいて、実際に相続で適用される法律は、

①共和国法を本国法とする人の場合は、共和国の対外民事関係法の規定

により日本法

②韓国法を本国法とする人の場合は、韓国法

③「帰化」した日本国籍者の場合は、日本法

となります。

　このように、在日同胞の相続では、日本法が適用される人と韓国法が

適用される人がいます。

　日本法と韓国法の違い

　前ページでは、同胞の相続では、日本法が適用される人と韓国法が適

用される人がいると説明しました。

　では、韓国法と日本法ではどのような違いがあるのでしょうか？

　まずは、①相続人の順位と相続人の範囲、②法定相続分に違いがあり

ます。このほか、相続放棄、遺留分や寄与分の請求などにおいて違いが

あります。

　相続人の順位・範囲・ 相続分で日本法と韓国法を比較すると……

日本法 

　　　配偶者は同順位

　　　①子……………相続分の 1/2，配偶者は 1/2　　　

　　　②直系尊属……相続分の 1/3，配偶者は 2/3

　　　③兄弟姉妹……相続分の 1/4，配偶者は 3/4

韓国法
　　　配偶者は同順位

　　　①子や孫（直系卑属） 

　　　②父母や祖父母（直系尊属）

　　　①または②の相続分１に対し、配偶者 1.5

　　　③兄弟姉妹 　  　　　　　＊配偶者がいない場合 　

      ④ 4 親等以内の傍系血族 　＊配偶者がいない場合

            

　例えば、妻と子が相続人の場合、日本法では妻の相続分は常に 2 分の

１ですが、韓国法では妻は子の相続分の 1.5 倍（5 割増し）であるため、

韓国法では、子の数が多ければ多いほど妻の相続分が少なくなります。

　韓国法では相続人の範囲が広く、代襲相続の場合、子の配偶者（嫁や婿）

も相続人になりますし、甥・姪・従兄弟姉妹・叔父叔母も相続人となる

場合があります。
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親が負債を残して亡くなったとき……

　相続は、被相続人の死亡により始まります。被相続人が持っていたす

べての権利・義務、プラスの財産とマイナスの財産、すなわち負債も含

めたすべての財産は相続人に移転することになります。その時、相続人

は、相続を承認するのか、拒絶するのかを決めることができます。

　承認には、単純承認と限定承認の２つがあります。単純承認は、相続

人が全ての財産の相続を無条件に承認することで、限定承認は、相続人

が相続により得たプラスの財産の限度内で負債を弁済するという条件付

きで承認をすることです。

　これにたいし、相続放棄は相続の開始によるすべての財産の相続を拒

絶するというものです。プラスの財産が無く、莫大な負債だけがあるよ

うな場合、相続人は相続放棄をすることができます。

　相続放棄は日本法でも韓国法でも「相続の開始があったことを知った

日から 3 カ月以内」に「裁判所」で「放棄の申述」をすることにより行

います。

　ここで言うところの「裁判所」は、財産所在地の裁判所です。

　日本にある負債については亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄

する裁判所となります。韓国国内にある負債の放棄については、被相続

人の登録基準地（旧本籍地）にかかわらず、一律ソウルの家庭法院です。

相続放棄の申述の効力はそれを行った国内のみで有効となりますので、

日本で行った放棄の申述は韓国国内には及びません。

相続税が払えない

生前の相続対策は？

相続手続きに必要な書類

死亡した人の登録原票の取り寄せ

共和国にも相続人がいる場合

こんな相談　相続放棄と生命保険

Ｑ .2 カ月前に父（朝鮮籍）が死亡しました。 飲食店を経営していた父にはか
なりの負債があり、 到底返済できそうにありません。 相続人は母と私、 そして弟で、
自宅もあきらめ相続放棄をするつもりです。 母から亡父が 1 千万円の死亡生命保
険に加入していたことを聞きました。 生命保険金も放棄しなければならないのでしょ
うか？

Ａ.生命保険金は基本的には相続放棄の対象にはなりません。なので、

負債も含めて亡父の全ての財産を放棄しても保険金を受け取ることはで

きます。

　この事例のように、相続人が相続放棄をした場合については、相続人

は相続放棄をしても保険金請求権を失うことはありません。

　保険金請求権は相続財産に属さず、保険事故発生時、すなわち死亡時

における相続人＝受取人の固有財産になると解されているからです。

 相続放棄は死亡した父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、「相続

放棄の申述」という手続きを行います。申述書は裁判所に備置されてい

ます。
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遺言のすすめ

　相続で兄弟姉妹らがもめにもめ、まさに「争続」になってしまうこと

はよくあること。争いを避けるためにも有効なのが遺言。

　遺言の方式は幾つかあります。その中でも専門家がお勧めするのが公

正証書遺言です。数万円、資産の多い人なら 10 万円以上の費用がかかり

ますが、公証人役場にて行うこの遺言の方法だと、相続開始時、つまり

は遺言執行時の手続きが他の方式と比べてはるかに簡素化されます。ま

た遺言の内容などに不備があり無効になるという心配もありません。遺

言書も公証人役場で保管してくれます。ただし、立会人（証人）2 名が

必要になります。

　自筆証書遺言の方式は、その遺言書が作成者本人がお亡くなりの後、

相続人がその遺言書が保管場所を知らないため発見されないとか、自分

に不利になると考えた相続人がそれを握りつぶすといったことも起こり

かねません。その遺言書の管理を任された相続人が他の相続人からあら

ぬ疑いの目で見られる、というのもよくある話です。

　また、書き方をよく知らないまま作成すると内容に不備があるという

ことで無効になってしまいかねません。さらには遺言内容を執行するに

おいて家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。「検

認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における

遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続で

す（遺言の有効・無効を判断する手続ではない）。この検認の前に封を開

けてしまうと、5万円以下の過料に処せられることがあります。

※こんな場合、遺言（自筆証書遺言）は無効になります。
ワープロで作成した　

作成日を「１月吉日」というような特定できない日付にした（遺言

　　 は後に作成されたものが優先されるので曖昧な日付は駄目です）

w
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家族が亡くなったら……死亡届・埋葬許可

　親や家族が亡くなると悲しみに浸る間も無く、葬儀の準備などでバタ

バタします。しかし、人の死亡後には様々な手続きが必要で、その中に

は短い期限内に急いで行わなければならないものがあります。

　まずは死亡届です。死亡した日から 7 日以内に最寄りの市区町村役場

に提出します。その場合、医師による死亡診断書（または警察による死

体検案書）と届出人の印鑑が必要です。届出は、親族（同居していなく

てもよい）、同居人、家主や地主などで、葬儀を業者に依頼する場合は代

理で届出をしてくれます。

　これと同時に、埋葬許可申請も行います（死亡届が受理されないと埋

葬許可書は発行されず、これが無ければ、葬儀も火葬もできません）。

　

年金支給の停止

　65 歳以上で、老齢年金を受給していた親が亡くなった場合、死亡後速

やかに年金支給停止の手続きを行う必要があります。

　親が老齢基礎年金（国民年金）を受給していた場合は、死亡後 14 日

以内に、老齢厚生年金の場合は 10 日以内に、市区町村役場の国民年金課、

または最寄りの年金事務所で手続きを行います。その際、亡くなった親

の年金証書、住民票の除票、年金受給権者死亡届などが必要になります。

　また、亡くなった親が要介護認定を受けていた場合は、死亡から 14 日

以内に、介護保険者証を返還しなければなりません。手続きは、亡くなっ

た親の住所地の市区町村役場の高齢福祉課などの窓口で、必要なものは、

介護保険証と介護保険資格喪失届（窓口にあります）です。

　

 

　除票って？

　死亡届を提出すると、住民基本台帳から抹消されます。住民登録が抹

消された住民票を「除票」と言います。死亡生命保険金をはじめ死亡後

の各種の手続きに際し、提出を求められる場合があります。

　世帯主の変更

　亡くなった親が世帯主であった場合、同じ世帯に 15 歳以上の者が 2人

以上いる場合、世帯主の変更届も必要になります。死亡後、14 日以内に

住所地の市区町村役場の市民課で手続きします。本人確認のための身分

証明書と印鑑が必要です。

　このような手続きの他、相続税の申告は、死亡した日の翌日から 10 カ

月以内、生命保険金の請求は、死亡から 2年以内です。
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未支給年金の請求

　亡くなった親が老齢年金を受給していた場合、親族が請求することが

できます。

　年金は受給者が死亡した月の分までが支払われますが、年金の支払い

は後払いで、偶数月の 15 日にその前の 2カ月分がまとめて振り込まれま

す。例えば、親が 7 月に死亡した場合、4 月、5 月分は 6 月 15 日にすで

に支払われているため、6 月分と死亡した月である 7 月分の年金が未支

給年金になります。

　未支給年金を受け取れるのは、亡くなった親と死亡した当時、生計を

同一にしていた配偶者、子、父母、兄弟姉妹、その他 3親等内の親族です。

年金事務所に「未支給年金請求書」を提出します。また、別世帯であっ

ても、身の回りの世話やお見舞い、葬儀の費用を出したなど、なんらか

の経済的な援助をしていたような関係があれば、「生計同一」と認められ

ます。「請求書」の提出時に「生計同一に関する申立」を行います。

埋葬料・埋葬費、葬祭費の請求

　健康保険に加入している人やその扶養家族が亡くなった時、加入してい

た健康保険組合や協会けんぽに健康保険証を返納し、埋葬料等の請求の手

続きをします。加入していた人（被保険者）が死亡し、葬儀を行った家族

に支給されるお金を「埋葬料」と言い、加入者していた人の扶養家族が死

亡した時、加入者に「家族埋葬費」が支給されます。いずれも一律 5万円

が支給されます。申請先は加入していた健康保険組合や協会けんぽです。

　国民健康保険の場合、扶養の有無に関わらず「葬祭費」が支給されま

す。「葬祭費」は地方自治体ごとに金額が異なります。申請先は亡くなっ

た人の住所地の市区町村役場です。

　上記のいずれも葬儀を行った場合に支給され、葬儀を行った日から 2

年以内に申請します。

「終活」・「エンディング」をめぐって

　「終活」という言葉をよく耳にします。最近は「終活カウンセラー」「終活ア

ドバイザー」と呼ばれる専門家がいる相談センターもあり、書店では「エンディ

ングノート」が売られるなど、日本社会ではすっかり定着した感があります。こ

の「終活」、7、8年前に某週刊誌が造った俗語とのこと。当初は自分の葬儀やお

墓をどうするのかという事前準備のことを指していたようです。

　最近では、僧侶などの宗教家、法律や税務の専門家、医療従事者や葬儀

業者など、それを勧める人によって様々な視点から語られています。「事

前準備」、遺言を作成する前に自分の気持ちの整理をするため、あるいは

住まいの処分をはじめ死後の諸事務を親族などに託すため「エンディング

ノート」を作成したり、また「終活」の過程でより自分らしい生き方を模

索したいなど、その目的も人それぞれ。単身の高齢者が増加傾向にある超

高齢社会において、他人や親族に迷惑をかけたくないと考える人は多く、

「終活」は高齢者にとっては重要なテーマになっていると言えます。

　私たち同胞はどうでしょうか？　日本社会と同様に高齢化が進み、かつ

ての植民地支配と祖国の南北分断、さらには南北朝鮮と日本の政治的関係

など、日本人とは全く異なる背景を持つ同胞高齢者の中には、日本に身寄

りがいない方も少なくありません。そのため、同胞法律・生活センターに

も遺言の作成をはじめ成年後見人に関する質問や、「死後の事務をどうし

たらよいか」「生まれ故郷に帰りたい」という相談が寄せられています。

　他方、世代交代が進み、チェサ（祭祀）をはじめ伝統的な冠婚葬祭のや

り方に戸惑う若い世代も多いのが現実です。高齢の 1世や 2世の親が亡く

なり、「故郷の出生地がわからない」「祖父母の名前や故人の真の名前がわ

からない」ということもあるようです。また、「民族の風習に則って葬儀

をするか、日本の業者に任せるか、兄弟姉妹で大げんかをした」「納棺の際、

何を棺に入れてあげればよいのか、わからなくて困った」など、死を悼む

どころではなかったという話もよく耳にするのではないでしょうか。

　家族への思い、託したいこと、そして自分の意思が、故人の歩んだ尊

い生涯を受け止め見送る家族の思いとうまく調和するよう、普段から葬

儀についても話し合っておくことも自分らしいエンディングのための

「終活」と言えるのかもしれません。
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一人で悩まず

同胞法律 ･生活センターに

ご相談ください。

　同胞法律 ･ 生活センターでは同胞のみなさんの暮らしで生じる様々な

問題、悩みごとの解決をサポートします。弁護士をはじめ、司法書士・

税理士・社会保険労務士 ･ 行政書士など、その他多様な分野の専門相談

員が対応します。お気軽にご相談ください。

　まずは事務局スタッフがお話を伺い、その内容に応じて適切な専門家

につなぎます。弁護士相談をご希望の方は、週 1 回の弁護士相談の日を

ご利用できます。その他の専門家による相談は相談員との日程調整のう

え、対応します。いずれも予約が必要で、初回の相談は無料、秘密は厳

守します。

■相談の申し込み方法

　・TEL 03(5818)5424

    （月～土　9:30 ～ 17:30、水曜日は 19 時まで、土曜日は 12 時まで）

　・FAX 03(5818)5429

　・MAIL tonposoudan@yahoo.co.jp

FAX または MAIL でのお申し

込みの場合、下記の事項を

明記してください。

①お名前

②連絡先電話番号

③相談の概要　

④ご希望の相談方法

　対面相談　　電話相談　

　専門家に対面相談

　その他（　　　　　　）
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